
以下の金額を基礎金額に加算し支給

①令和2年11月～令和3年1月のいずれかで売上30％以上減少している
  →30万円の応援金を支給

②令和元年1年間の売上が100万円を超える場合
  →部屋数×1万円を基礎金額に加算して支給

【支援金概要】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者であって、かつ、北海道の
定める「新北海道スタイル」を取り組みいただける方に対し、事業継続に資する応
援金を支給する。

【対象者】
士別市内で宿泊業を主たる事業として営んでいる事業者であり、
「新北海道スタイル」を実践しており、令和2年11月から令和3年1月のいずれか
で月の売上が前年同月比で30％以上減少している方

【基礎金額】

① 旅 館 ：   ３０万円
 ホテル：１5０万円
 ※ホテルについては、士別inn翠月、士別グランドホテル、ホテル美し乃湯温泉の３社を対象とします。

【加算金額】
売上が30％以上減少しており、かつ令和元年の売上が100万円を超える場合に

② 旅 館 ：部屋数×1万円
 ホテル：部屋数×1万円

例） ①令和元年12月売上 100万円 令和2年12月売上 50万円 売上減少率50％
                        基礎金額 30万円・・・（Ａ）

   ②令和元年 年間売上 1,200万円※加算の条件である年間100万円以上を満たしている

    部屋数 15部屋     加算金額 15部屋×1万円 15万円・・・（Ｂ）
                     合計支給額 （Ａ）＋（Ｂ） 45万円

令和3年度 事業継続応援金 申請手引き（宿泊事業者用）
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※上記以外にも、申請後、必要に応じ追加の書類提出をお願いすることがござい

【支給要件】
対象者であること

 以下の取り組みを実践する。（「新北海道スタイル」に基づく）
スタッフのマスクの着用や小まめな手洗いに取り組みます
スタッフの健康管理を徹底します
施設内の定期的な換気を行います
設備、器具などの定期的な消毒・洗浄を行います
人と人の接触機会を減らすことに取り組みます
お客様にも咳エチケットや手洗いを呼びかけます
店内掲示やホームページなどを活用し、お店の取り組みをお客様に積極的
にお知らせします

【期間】

申請期間 令和3年4月12日から令和3年6月30日

【申請書類】
必要書類は以下のとおりです。法人・個人事業主で一部提出書類が異なります。
《個人事業主》 《法人》
①事業継続応援金申請書 ①事業継続応援金申請書
②誓約書 ②誓約書
③令和元年度及び令和2年度の ③直近分の
 所得税の確定申告書  消費税の確定申告書
④売上の減小が確認出来る書類 ④売上の減小が確認出来る書類
⑤通帳の写し ⑤通帳の写し
⑥部屋数が確認できるもの（図面等） ⑥「新北海道スタイル」の取組が確認できるもの

⑦「新北海道スタイル」の取組が確認できるもの ⑦部屋数が確認できるもの（図面等）
⑧業種・業態が確認できるもの ⑧業種・業態が確認できるもの
⑨本人確認書類（運転免許証、パスポート、 ⑨本人確認書類（運転免許証、パスポート、
 マイナンバーカード等）の写し  マイナンバーカード等）の写し

 ます。

「新北海道ス
タイル」
の取組期間

：本申請書提出時までに実践



《郵送先》

〒095-8686
士別市東6条4丁目1番地
士別市経済部商工労働観光課

  ①事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員が暴力団員

 に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認めら
 れる。

【申請方法】
申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付し郵送。

※申請書類等については市ＨＰよりダウンロードし印刷してください。
また、印刷が難しい場合には紙媒体のものについて上記住所にて配布しております。

【支給の決定】
(１)申請書類を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められるときは応援金
  を支給します。応援金は申請書確認後、順次支給する予定です。
(２)申請書類の審査の結果、本応援金を給付する旨の決定をしたときは、後日、
  支給に関する通知を発送します。
(３)審査の結果、本応援金を支給しない旨を決定したときは、後日、不支給に関
  して通知します。
 ※申請書類を確認する中で、不明な点などがあれば、電話等により内容確認を
  させていただくことがございます。

【その他】
（１）本応援金の支給決定後、事業者に申請要件に該当しない事実や不正等が発覚
   した場合は、本市応援金の支給決定を取り消します。この場合、事業者に応
   援金の返還を求めるともに、事業者の名称や代表者氏名を公表することがあ
   ります。
（２）本応援金支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、対象施設
   の休業等の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開の状況に関する
   確認、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
（３）事業者が下記に該当する場合は、応援金の支給対象ではありません。

（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）
 第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である。
②暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定
 する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に自主的に関与している
 と認められる。
③役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者



 又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積
④事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が、暴力団

 極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与している認められる。
⑤役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している
 と認められる。

（４）申請書類に記載された情報を、公的機関（税務当局、警察、保健所等）に
   提供する場合があります。

《問合せ先》
〒095-8686

士別市東6条4丁目1番地
士別市役所第2庁舎（新庁舎向かい）
士別市経済部商工労働観光課
ＴＥＬ：０１６５－２６－７１３７
ＦＡＸ：０１６５－２２－２４７８
受付時間 月～金 ８：３０～１７：１５


